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小平市内において大規模な災害が発生し、住宅等に被害が発生した場合、生活の復興

に向け、各種行政文書の作成や申請が必要となります。 

市では、被災状況下にある市民の行政手続き支援を行うことを目的とし、東京都行政

書士会多摩中央支部と「災害時における行政手続の支援活動に関する協定」を締結する

ことといたしました。 

この協定の締結により、小平市における防災対策の強化が一層図られること

となります。  

 

＜協定の主な内容＞ 

災害時、市からの要請により、り災証明書の申請やその他災害時における申請全般に

関すること、権利義務・事実証明関係書類の作成に関すること等、行政書士法に定め

る業務に関することのほか、市が実施する被災者支援業務について、協力を受けられ

ることとなります。 

 

【問合せ】 

小平市総務部防災危機管理課 担当：喜多 

Tel：042-346-9519 Fax：042-346-9513 

E-mail：bosaikikikanri@city.kodaira.lg.jp 

【協定締結式】 

１ とき 

  令和６年１２月３日（火）１６時００分～１６時３０分 

２ ところ 

   小平市小川町２－１３３３ 小平市役所３階 市長応接室 

３ 内容 

   小平市長と東京都行政書士会多摩中央支部の代表者により、協定書の取り交わしを行います。 
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